美容室業務委託契約書

本業務委託契約（以下「本契約」という。）は、●●（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）との間で、乙が甲に対して美容施術サービスを提供する業務委託について、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
本契約は、甲が運営する美容室において、乙が独立した事業者として美容施術サービスを提供し、甲がその対価として委託料を支払うことに関して、甲乙間の権利義務関係を明確にすることを目的とする。

第2条（業務内容）
1. 乙が受託する業務は以下の美容施術業務とする。
カット、カラー、パーマ、トリートメント、ヘアセットその他甲が提供するメニューに付随する一切の美容サービス。
2. 乙は、施術の品質及び接客において業務上の善管注意義務を負う。
3. 乙は、業務遂行に必要な技術・資格・届出等を自己の責任において維持するものとする。

第3条（業務遂行の独立性）
1. 乙は独立した個人事業主であり、甲の指揮命令を受けず、労働者性は否定されるものとする。
2. 乙は、勤務時間、休日、業務量その他の働き方を自己の裁量で決定できる。
3. 甲は乙に対し、就業規則その他労務管理に係る規定を適用しない。

第4条（報酬および支払方法）
1. 乙の報酬は歩合制とし、乙が担当した施術売上の●●％を委託料として支払う。
2. 指名料、追加料金等の扱いは甲の料金規定に従う。
3. 甲は毎月末日に当月分を締め、翌月●日までに乙の指定口座へ振込む。
4. 振込手数料は●側の負担とする。
5. 乙は本委託料について所得税・住民税・社会保険料その他必要な税務申告・納付を自己責任で行うものとする。

第5条（材料・備品）
1. 薬剤・シャンプー等の材料は原則として甲が用意する。
2. シザー・コームなど乙が使用する個人器具は乙の責任で準備する。
3. 乙が故意又は過失により甲の備品を破損した場合、乙はその損害を賠償する。

第6条（集客・顧客管理）
1. 店舗全体の集客施策は甲が行う。
2. 乙が担当した顧客の施術履歴及び予約情報等は、甲の顧客管理システムに登録する。
3. 乙は、甲の顧客情報を本契約の目的以外には使用してはならない。
4. 本契約終了後も、甲の顧客情報を用いた営業行為（連絡、SNS勧誘等）を行ってはならない。

第7条（店舗の利用）
1. 乙は、甲の営業ルール・衛生管理規程・店舗設備の利用ルールを遵守しなければならない。
2. 店舗内外の清掃・衛生維持は、乙の使用範囲内において乙が適切に行うものとする。

第8条（禁止事項）
乙は以下の行為を行ってはならない。
1. 甲の承諾なく料金設定を変更すること
2. 甲または他の委託スタイリストの信用を毀損する行為
3. 店舗内外での違法行為
4. 甲の備品・材料の無断持出し
5. 店舗内での独自商品の販売その他無断営業行為

第9条（損害賠償）
乙が施術ミス等により顧客に損害を与えた場合、乙は自己の責任で対応し、必要な損害賠償を行う。
ただし、甲に過失がある場合はこの限りではない。

第10条（秘密保持）
乙は、甲の業務情報、顧客情報、技術情報その他一切の非公開情報について、契約期間中および契約終了後も秘密として保持し、第三者に開示してはならない。

第11条（契約期間）
1. 契約期間は契約締結日から1年間とする。
2. 期間満了の●日前までに甲乙いずれからも書面による解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件で自動更新される。

第12条（中途解約）
1. 甲乙いずれも、30日前までに書面により通知することで本契約を解約できる。
2. 乙が以下に該当する場合、甲は即時解除できる。
• 重大な規約違反
• 施術事故が重なり顧客クレームが著しく多い場合
• 店舗運営に重大な支障を与える行為をした場合

第13条（契約終了後の取り扱い）
1. 乙は、契約終了後、甲の設備・鍵・情報媒体等を全て返還する。
2. 甲の顧客情報の使用は一切禁止とする。

第14条（権利義務の譲渡禁止）
甲乙は、相手方の書面による承諾なく、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡してはならない。

第15条（協議事項）
本契約に定めのない事項、疑義が生じた事項については、甲乙双方誠意をもって協議し、解決を図る。

第16条（合意管轄）
本契約に関する紛争は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。




●年●月●日

【甲】
住所：
名称：●●
代表者名：

【乙】
住所：
氏名：

